
７
月
１
日
か
ら
新
年
度
分
の
免
除
申
請
受
付
開
始
！

国
民

金
年

の
お
知
ら
せ

☆�

保
険
料
を
納
め
る
事
が
経

済
的
に
難
し
い
と
き

　

国
民
年
金
に
は
保
険
料
の

「
免
除
」「
納
付
猶
予
」
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

未
納
が
多
く
な
る
と
、「
老

齢
基
礎
年
金
」
の
ほ
か
、「
障

害
年
金
」「
遺
族
年
金
」
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

☆
免
除
の
期
間
に
つ
い
て

　

７
月
か
ら
翌
年
の
６
月
ま

で
を
一
つ
の
年
度
と
し
て
取
扱

い
ま
す
。

（
今
年
は
６
月
ま
で
は
28
年

度
、
７
月
か
ら
は
29
年
度
で

扱
い
ま
す
）

☆「
保
険
料
免
除
制
度
」と
は

　

免
除
申
請
を
行
い
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
承
認
を
受
け

る
と
、
保
険
料
の
全
額
又
は

一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま

す
。

　

一
部
免
除
の
場
合
は
、
保

険
料
を
納
め
な
い
と
免
除
の

効
果
を
失
い
、
未
納
扱
い
と

な
る
た
め
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
免
除
申
請
の
対
象
者

　
「
免
除
申
請
者
本
人
」「
申

請
者
の
配
偶
者
」「
世
帯
主
」

の
前
年
所
得
に
よ
り
判
定
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
失
業
や
災

害
な
ど
に
よ
り
承
認
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

☆
「
納
付
猶
予
制
度
」

　

30
歳
未
満
の
方
（
28
年
７

月
以
降
の
保
険
料
か
ら
は
、

50
歳
未
満
に
拡
大
）
で
、
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
に

対
し
て
、
そ
の
期
間
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
者
本
人
と
配
偶
者
の

前
年
所
得
に
応
じ
て
承
認
の

可
否
が
判
定
さ
れ
ま
す
。

☆
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

20
歳
以
上
の
学
生
で
、
前

年
の
所
得
が
一
定
以
下
の
方

は
、
在
学
中
の
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
会
社
を
退
職
し
て

学
生
と
な
ら
れ
た
方
は
失
業

を
考
慮
し
た
審
査
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

☆
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
！

　

国
民
年
金
に
は
追
納
制
度

が
あ
り
、
10
年
以
内
な
ら
各

種
免
除
・
猶
予
を
受
け
た
保

険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す
。

追
納
す
る
こ
と
で
、
老
齢
基

礎
年
金
の
年
金
額
に
算
入
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
３
年
度

目
以
降
（
26
年
度
以
前
）
の

追
納
は
、
当
時
の
保
険
料
に

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

●一部免除を承認された保険料額（月額）

●納付猶予制度の承認基準額
　（前年所得）

参考：平成２８年分追納金額（月分）

一部免除の段階 納付する保険料

４ 分 の ３ 免 除 ４，１２０円

半 額 免 除 ８，２５０円

４ 分 の １ 免 除 １２，３７０円

納 付 猶 予 ５７万円

学 生 特 例 １１８万円

納 付 猶 予 １６，２６０円

全 額 免 除 １６，２６０円

４ 分 の ３ 免 除 １２，１９０円

半 額 免 除 ８，１３０円

４ 分 の １ 免 除 ４，０６０円

※ 扶養親族により基準額が緩
和されます。

お問い合わせ先 町民課年金係 ☎47－4681（直通）〔　〕9

―広報ふくしま　７月号―


